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訪日外国人旅行者の消費額の概況

○ 訪日外国人旅行者の消費額は、2014年に２兆円を突破。

○ 訪日外国人旅行者の買い物代（みやげ物代）は、消費額全体の３割強を占めている。ま
た、食関連の買い物代も約1,600億円程度に上っている。
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参考） 農林水産物・食品の輸出額6,117億円
（2014年、貿易統計）出所：観光庁「訪日外国人消費動向調査」

出所：観光庁「訪日外国人消費動向調査」
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農林水産物・食品の輸出拡大

○ 農林水産物・食品の輸出拡大について、 2020年までに、国別・品目別の検疫条件等を
考慮しながら、 戦略的に輸出額１兆円を超えていくことが政策目標。
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（参考）農林水産物・食品の輸出額の推移

○ 近年の輸出は、円高や平成２３年３月の原発事故の影響などにより、落ち込みが
生じていたが、平成26年は昭和30年に輸出額の統計を取り始めて以来の最高値となった。
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資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
○為替レートの推移

年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
円／ドル 110 116 118 104 94 88 80 80 97 105
円／ユーロ 137 145 161 154 130 117 111 102 129 140
出典：税関「税関長公示レート」を基に農林水産省作成

2,168 2,359 
2,678 2,883 2,637 2,865 2,652 2,680 

3,136 
3,569 

92 
90 

104 
118 

93 
106 

123 118 

152 

211 

1,748 

2,040 

2,378 2,077 

1,724 

1,950 
1,736 1,698 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年

4,008

3



訪日外国人旅行者へ向けた農林水産物・食品の免税販売の留意点

○ 地域を訪れている訪日外国人旅行者の傾向を把握した上で、検疫条件等を踏まえて、
取り組みやすいターゲット顧客を絞り込むなどのアプローチを取ることで、適正かつ
効果的・効率的な免税販売に取り組み、インバウンド需要の取り込みを促進。

ステップ２

ステップ３

体制整備・販売促進

ステップ１

現状把握

条件確認

体制整備・販売促進

• 地域を訪問している
訪日外国人旅行者の把握
（どこの国、どんな品目等）

• 対象となる訪日外国人旅行者の
居住国の検疫条件等を確認し、
ターゲット顧客を絞込み
（輸出条件早見表等を参考に絞込み）

• ターゲット顧客に対して、
効果的な情報提供・販売促進を
行える体制を整備
（免税手続と併せての検査の案内等）

○ 輸出条件早見表（携帯品） ［抜粋］

○ 免税物品の取扱いや輸出検査等の手続の案内

※ ターゲット顧客以外についても、都度、検疫条件等を確認いただくな
ど、円滑かつ適切な免税販売にご協力をお願いします。
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